
（平成２５年７月１８日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認四国地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 1 件

厚生年金関係 1 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 1 件

厚生年金関係 1 件



四国(高知)厚生年金 事案 1072 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ事業所における資格喪失日に係る記

録を平成４年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 30 万円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

 住    所 ：   

    

    

    

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年３月 25日から同年４月１日まで 

私は、 Ｂ事業所(現在は、Ｃ事業所)Ｄ部署からのＥ職としてＡ事業所に

おいて、平成４年３月 31 日まで継続して勤務したと記憶しているにもかか

わらず、申立期間が厚生年金保険の未加入期間となっている。調査の上、記

録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事業所は、「Ｄ部署からの派遣で勤務していたＥ職の勤務期間は、通常月

末までであった。」と回答しているところ、申立人と同様に、Ｂ事業所のＤ部

署から派遣されて同事業所において勤務したとする複数のＥ職は、「私の派遣

期間は月末までであった。」と供述している上、Ｆ支局Ｇ事務所から提出され

たＨ台帳によると、申立人は、同事業所において平成２年７月 17 日から４年

３月 31 日までⅠ職として登録されていることが確認できることから、申立人

は、申立期間において、同事業所に在籍していたことが認められる。 

また、Ａ事業所は、「当時の厚生年金保険料については、Ⅰ職としての登録

が平成４年３月 31 日までであれば、申立人に係る申立期間の保険料は控除し

たと思われる。」と回答している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情等を総合的に判断

すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 



また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ事業所における平成

４年２月の社会保険事務所(当時)の記録から、30 万円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は保険料を納付したか否かについては不明としているが、事業主が保管して

いる健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書によると、申立人の資

格喪失年月日は平成４年３月 25 日と記載されていることから、事業主が同日

を厚生年金保険被保険者資格の喪失日として社会保険事務所に届け、その結果、

社会保険事務所は、申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行っ

ておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付される

べき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申

立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



 

四国（徳島）厚生年金 事案 1073 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

 氏    名 ： 女 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

 住    所 ：  

   

   

   

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 52年６月から 53年１月まで 

私は、申立期間について、Ａ社に勤務していたにもかかわらず、申立期

間に係る厚生年金保険の被保険者記録が無いので、調査の上、申立期間を

厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の回答から判断すると、期間の特定はできないものの、申立人が同社

に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、Ａ社から提出された給与額等が記載された名簿によると、

申立人の氏名が記載された行の厚生年金保険の欄は「０」と記載されており、

厚生年金保険料の控除について確認できない上、同社は、「申立人は、パー

ト勤務だったので社会保険には加入していない。厚生年金保険料は控除して

いない。」と回答している。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票及びオンライン記録

において、厚生年金保険の被保険者記録が確認できる同僚 12 人に文書等によ

る照会を行った結果、そのうち３人から回答が得られたが、申立人を記憶し

ておらず、同社における厚生年金保険の取扱いについて具体的な供述は得ら

れない。 

さらに、申立人の夫の健康保険厚生年金保険被保険者原票によると、申立

人は、申立期間について、健康保険の被扶養者であったことが確認できる上、

Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票によれば、申立期間の前後の

記録に、申立人の氏名は無く、健康保険番号に欠番も無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 


